
伊予市制１０周年記念事業の冠使用に関する事務取扱要綱 

平成２６年１２月１９日 

伊予市告示第１２０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が伊予市制１０周年記念事業（以下「記念事業」とい

う。）を実施するに当たり、本市の魅力を幅広く周知するため、各団体若し

くは市民団体又は企業等が例年実施し、かつ、伊予市制１０周年記念にふさ

わしい事業等に対し、記念事業の冠（以下「冠」という。）の使用を認める

ための事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（冠の種類） 

第２条 冠の種類は、次のとおりとする。 

(1) 伊予市制１０周年記念又は伊予市制１０周年記念事業の名称 

(2) シンボルマーク（市章） 

(3) 前２号のほか、市長が特に認めたもの 

（対象事業） 

第３条 冠使用の対象となる事業は、平成２７年４月１日から平成２８年３月

３１日までの期間に実施される事業であって、次のいずれかに該当する事業

とする。 

(1) 伊予市制１０周年を市民と共に祝い、喜びを分かち合い、伊予市民であ

ることに誇りを持てる事業 

(2) 市が有する長所と魅力を再発見し、そのことを市内外に発信する事業 

(3) 地域の活性化に資する事業 

(4) 市内のみならず、市外又は全国と連携交流を促進する事業 

(5) その他市長が特に適当であると認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事

業は、冠使用の対象としない。 

(1) 公序良俗に反する事業 

(2) 政治的、宗教的、思想的活動等を目的とする事業 

(3) 営利又は売名を目的とする事業（市の振興に寄与すると認められる事業

を除く。） 

(4) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与し

ている事業 

(5) その他市長が適当でないと認める事業 

（使用の申請） 

第４条 冠使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ伊予市制１０周年記



念事業冠使用申請書（様式第１号）を、企画書、当該団体の概要を示す書類、

その他の関係書類を添付して市長に申請しなければならない。 

（使用の承認等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、承

認又は不承認の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、承認の可否を決定したときは、伊予市制１０

周年記念事業冠使用承認（不承認）決定通知書（様式第２号）により、当該

申請をした者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により冠使用の承認を受けた者（以下「冠使用者」という。）

は、冠使用の承認を受けた事業（以下「冠事業」という。）の完了した日の

翌日から起算して３０日以内に伊予市制１０周年記念事業冠使用実績報告書

（様式第３号）により、市長に当該冠事業に係る実績を報告しなければなら

ない。 

（承認の条件） 

第６条 市長は、前条の規定による承認の決定をするときは、次に掲げる条件

を付することができる。 

(1) 市は、冠事業に要する経費の負担を一切行わないものであること。 

(2) 市は、冠事業及びこれに伴う行為から生じた損害賠償等の責任を負わ

ないこと。 

（冠事業の内容等の変更） 

第７条 冠使用者は、冠事業の内容等を変更する場合又は冠事業を中止しよう

とする場合は、伊予市制１０周年記念事業冠使用計画変更（中止）承認申請

書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（承認の取消し） 

第８条 市長は、冠使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

伊予市制１０周年記念事業冠使用取消決定通知書（様式第５号）により、冠

の使用を取り消すことができる。 

(1) 実施する冠事業の内容が、第３条各号の対象事業のいずれかに該当する

ことが判明したとき、又はそのおそれがあるとき。 

(2) 申請内容を大きく逸脱して冠事業を実施したとき。 

(3) 冠事業を中止し、又は廃止したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。 

（支援の内容） 

第９条 市長は、冠使用者に対し、次の支援を行うものとする。 

(1) 第２条に規定する冠の使用 



(2) 広報「いよし」、市公式ホームページ等を活用した事業内容の周知 

（冠の使用承認等に関する事務） 

第１０条 冠の使用承認等に関する事務は、総務企画課が行うものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、冠の使用承認に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２６年１２月１９日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、平成２８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第５

条第３項の規定は、平成２８年４月３０日までの間、その効力を有する。 

 

  



様式第１号（第４条関係） 

 

伊予市制１０周年記念事業冠使用申請書 

 

年  月  日 

 

伊予市長      様 

 

（申請団体）所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名                印 

連 絡 先 

 

 下記事業について、伊予市制１０周年記念事業の冠を使用したいので、関係書類を添え

て申請します。 

記 

 

事業の名称  

事業の目的  

事業の内容  

実施期間 
    年  月  日（ ）から 

    年  月  日（ ）まで    日間 

実施場所  

参加対象者  

入場料又は参加料  

冠の使用方法  

 

添付書類 

 １ 企画書等、事業の内容を記載した書類 

 ２ 定款、会則等、その団体の概要を示す書類 

 ３ その他の関係書類 



様式第２号（第５条関係） 

伊（ ）第  号 

年  月  日 

 

          様 

 

伊予市長        印 

 

 

伊予市制１０周年記念事業冠使用承認（不承認）決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった事業について、次のとおり決定したので、伊

予市制１０周年記念事業の冠に関する事務取扱要綱第５条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

事業名  

決定事項 承認 ・ 不承認 

実施期間 
    年  月  日（ ）から 

    年  月  日（ ）まで    日間 

実施場所  

 

承認の条件 

１ 市は、冠事業に要する経費の負担を一切行わないものとする。 

２ 市は、冠事業及びこれに伴う行為から生じた損害賠償等の責任を負わないものとす

る。 

  



様式第３号（第５条関係） 

 

伊予市制１０周年記念事業冠使用実績報告書 

 

年  月  日 

 

伊予市長      様 

 

（申請団体）所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名                印 

連 絡 先 

 

 伊予市制１０周年記念の冠使用の許可を受けた事業が完了したので、伊予市制１０周年

記念事業の冠使用に関する事務取扱要綱第５条第３項の規定により、下記のとおり報告し

ます。 

記 

 

事業の名称  

実施期間 
    年  月  日（ ）から 

    年  月  日（ ）まで    日間 

実施場所  

参加者数  

事業の成果 

 

添付書類  

 

  



様式第４号（第７条関係） 

 

伊予市制１０周年記念事業冠使用計画変更（中止）承認申請書 

 

年  月  日 

 

伊予市長      様 

 

（申請団体）所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名                印 

連 絡 先 

 

 伊予市制１０周年記念の冠使用の許可を受けた事業の計画を変更（中止）したいので、

伊予市制１０周年記念事業の冠使用に関する事務取扱要綱第７条の規定により、下記のと

おり申請します。 

 

記 

 

事業の名称  

変更（中止）の内容 

 

変更（中止）の理由 

 

 

  



様式第５号（第８条関係） 

伊（ ）第  号 

年  月  日 

 

          様 

 

伊予市長        印 

 

 

伊予市制１０周年記念事業冠使用取消決定通知書 

 

 

伊予市制１０周年記念事業の冠使用に関する事務取扱要綱第８条の規定により、  年  

月  日付け伊（ ）第  号により許可した伊予市制１０周年記念の冠使用を取り消し

たので、通知します。 

 

記 

 

事業の名称  

申請団体名  

実施期間 
    年  月  日（ ）から 

    年  月  日（ ）まで    日間 

実施場所  

取消の理由 

 

 


